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外交史料館ニュース

外
交
史
料
館
ニ
ュ
ー
ス

一
、「
通
信
全
覧
」「
続
通
信
全
覧
」
の
重
要
文
化
財
指
定

平
成
二
八
年
三
月
一
一
日
、
文
化
審
議
会
は
、
四
六
件
の
美
術
工
芸
品
を
重
要
文
化

財
に
指
定
す
る
こ
と
を
文
部
科
学
大
臣
に
答
申
し
た
。
そ
の
な
か
の
「
歴
史
資
料
の
部
」

に
、外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
「
通
信
全
覧
」（
三
二
〇
冊
）、「
続
通
信
全
覧
」（
一
七
八
四

冊
）
が
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
同
年
八
月
一
七
日
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
五

年
法
律
第
二
一
四
号
）
第
二
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
外
交
史
料
館
所
蔵
の
「
通

信
全
覧
」「
続
通
信
全
覧
」
が
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
（
官
報
告
示　

平
成
二
八
年

八
月
一
七
日
付
文
部
科
学
省
告
示
第
一
一
六
号
）。

二
、
外
交
記
録
公
開

「
外
交
記
録
公
開
に
関
す
る
規
則
」（
平
成
二
四
年
外
務
省
訓
令
第
一
九
号
お
よ
び
平

成
二
八
年
外
務
省
訓
令
第
一
六
号
）
に
基
づ
き
、
平
成
二
八
年
内
に
以
下
の
と
お
り
外

交
記
録
公
開
を
実
施
し
た
（
対
象
フ
ァ
イ
ル
の
目
録
及
び
概
要
は
外
交
史
料
館
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）。
な
お
、従
来
「
通
常
審
査
」
と
称
し
て
い
た
移
管
・

公
開
方
式
は
、
平
成
二
八
年
七
月
の
規
則
改
正
に
お
い
て
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、

七
月
以
降
の
通
常
移
管
に
よ
る
公
開
（
特
別
審
査
以
外
の
公
開
）
に
つ
い
て
、
本
稿
で

は
「
目
録
公
開
」
と
称
す
る
。

①
一
月
二
九
日　
　
　
　

通
常
審
査　
　
　

五
〇
〇
冊

②
三
月
三
一
日　
　
　
　

通
常
審
査　
　
　

五
〇
〇
冊

③
五
月
三
一
日　
　
　
　

通
常
審
査　
　
　

五
〇
〇
冊

④
七
月
二
九
日　
　
　
　

目
録
公
開　
　
　

五
〇
三
冊

⑤
九
月
三
〇
日　
　
　
　

目
録
公
開　
　
　

五
〇
〇
冊

⑥
一
一
月
三
〇
日　
　
　

目
録
公
開　
　
　

五
〇
一
冊

ま
た
、
一
一
月
の
目
録
公
開
か
ら
は
利
便
性
向
上
の
た
め
、
移
管
フ
ァ
イ
ル
単
位
で

の
フ
ァ
イ
ル
概
要
を
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
利
用
請
求
に
際
し
て
参
照
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

三
、
所
蔵
記
録
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
の
実
施

平
成
二
四
年
度
よ
り
、「
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」
第
一
五
条
第
一
項
（
特
定

歴
史
公
文
書
等
の
永
久
保
存
規
定
）
の
履
行
を
目
的
と
し
て
、
保
存
及
び
利
用
の
た
め

の
所
蔵
記
録
の
代
替
化
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
）
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
二
七
年
度
は
、
明
治
大
正
期
外
務
省
記
録
６
門
（
人
事
（
官
制
及
官
職
））
の
う
ち
、

前
年
度
の
続
き
（
分
類
番
号6.1.8.3-7

〜6.2.1.4

）
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た
。

ま
た
、
戦
後
七
〇
年
を
契
機
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
二
〇
世

紀
を
振
り
返
り
二
一
世
紀
の
秩
序
と
日
本
の
役
割
を
構
想
す
る
た
め
の
有
識
者
懇
談
会
」

報
告
書
に
お
い
て
我
が
国
が
取
る
べ
き
具
体
的
施
策
と
し
て
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
の
充
実
」
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
平
成
二
八
年
度
か
ら
は
同
セ
ン
タ
ー
へ

の
史
料
画
像
提
供
及
び
所
蔵
記
録
の
保
存
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
戦
後
外
交
記
録
の
マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
及
び
デ
ジ
タ
ル
化
の
作
業
に
順
次
着
手
し
て
い
る
。

四
、
展
示

平
成
二
八
年
四
月
一
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
、
企
画
展
示
「
明
治
憲
法
下
の
条
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約
締
結
プ
ロ
セ
ス
〜
日
布
渡
航
条
約
を
事
例
に
〜
」
と
「
国
書
・
親
書
展
〜
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
編
①
〜
」
を
開
催
し
た
。

ま
た
、
七
月
七
日
か
ら
一
二
月
二
七
日
ま
で
、
特
別
展
示
「
幕
末
へ
の
い
ざ
な
い
」

を
開
催
し
た
。
本
展
示
は
当
館
所
蔵
す
る
幕
末
期
の
外
交
文
書
集
「
通
信
全
覧
」「
続
通

信
全
覧
」
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一

部
（
七
月
七
日
か
ら
九
月
三
〇
日
）
で
は
、「
黒
船
・
開
国
・
激
動
の
幕
末
」
と
題
し
、

ペ
リ
ー
来
航
か
ら
大
政
奉
還
に
至
る
幕
末
の
政
治
・
社
会
の
動
き
を
紹
介
し
た
。
第
二

部
（
一
〇
月
一
一
日
か
ら
一
二
月
二
七
日
）
で
は
、「
西
洋
と
の
出
会
い
〜
幕
末
う
ぉ
ー

く
〜
」
と
題
し
、
諸
外
国
と
の
外
交
関
係
樹
立
に
よ
っ
て
人
々
の
往
来
が
可
能
と
な
り
、

様
々
な
知
識
を
得
た
こ
と
や
体
験
し
た
こ
と
に
着
目
し
た
。
詳
細
は
本
号
の
特
別
展
示

解
説
記
事
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

平
成
二
九
年
一
月
一
〇
日
か
ら
三
月
三
一
日
ま
で
、「
国
書
・
親
書
展
〜
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

編
②
〜
」
を
開
催
し
て
い
る
。


